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い
よ
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よ
引
っ
越
し
の
季
節
で
す

　
い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で

す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
、
こ

の
時
期
、
引
っ
越
し
を
考
え
て
い
る
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
転

入
や
転
出
、
転
居
等
を
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
転
校
す
る
と
き

町
内
の
学
校
間
で
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
、

転
居
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校
の
発

行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書

給
ケ
証
明
書
」
を
持
っ
て
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

町
外
へ
の
転
校

　
担
任
の
先
生
を
通
じ
学
校
長
に
申

し
出
て
、
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書

給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学
校

健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す
る
書

類
」
を
も
ら
っ
て
、
転
出
先
の
市
町

村
教
育
委
員
会
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

町
外
か
ら
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」

と
、
転
入
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校

が
発
行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教

科
書
給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・

学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す

る
書
類
」
を
持
っ
て
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
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進
学
す
る
と
き

　
進
学
の
た
め
、
他
の
都
道
府
県
等
に

引
っ
越
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
学
生
の

医
療
費
は
、
扶
養
者
な
ど
が
負
担
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
民

健
康
保
険
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
に
、

親
元
と
別
の
披
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

必
要
な
も
の

　
国
民
健
康
保
険
証
・
在
学
証
明
書
又

は
学
生
証
の
写
し

手
続
き
先

　
民
生
部
住
民
課
住
民
係
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せ
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民
生
部
保
健
諜
国
民
健
康
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険
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引っ越しをされる時の届出一覧表
(手続き・問合せ先：民生部住民課住民係　a81 －1824)

種　　類 内容と届出期間 必　　要　　な　　も　　の

転　入　届
・他の市町村から転入してき

　たとき

・転入した日から14日以内

・印鑑

・前の市町村（前住所地）が発行した「転出証明書」

・国民健康保険に加入していた方は、申し出てください

・国民年金手帳（加入者のみ）

・国民年金の受給者は住所変更届を社会保険事務所に提出

　してください（ｲ士民課に用紙があります）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・母子健康手帳（該当者のみ）

・介護保険資格証明書（該当者のみ）

・児童子当用所得証明書（前住所地に請求）を持参して福

　祉課で手続きをしてください（児童手当該当者のみ）

・妊産婦、乳幼児医療受給資格者証を持っていた方は、申

　し出てください

転　居　届
・壬生町内で住所を変更した

　とき

・転居した日から14日以内

・印鑑　・国民健康保険証（加入者のみ）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳・高齢受給資格者証

　（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

転　出　届

・壬生町から他の市町村に転

　出するとき

・転出する日まで（転出予定

　日の14日前から）

・印鑑　・印鑑登録証（登録者のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳・高齢受給資格者証

　（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

・児童子当用所得証明書を交付請求してください（児童

　手当該当者のみ）

・ナンバープレート（125cc以下の原動機付き自転車を所

　有している方）

世帯変更

・世帯主の変更、世帯分離、

　合併など変更したとき

・変更した日から14日以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

その他の届け出
・住所の番地を間違えている、名前に濁音がある又は無いなどの場合は、訂正しますの

　で届け出てください
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|r臆定積戯者』制服のご案内
１．認定就農者制度とは

　「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」により、これから新規に農業を始め

ようとしている意欲ある農家の後継者や農外（非農家）の青年等（中高年齢も含む）が就農計画を作成し、

その計画を県知事に認定された青年等を言います。

　認定就農者には次のような優遇措置等を講じて円滑な就農を促進・支援する制度です。

（１）制度資金関係

　①就農支援のための資金（金額及び期間は上限）

認定就農者（青年）
　　18歳～39歳

認定就農者（中高年齢）
　　40歳～65歳未満

就農研修資金（研修教育施設） ５万円／月×４年 ５万円／月×１年

同　　　　上（国内先進農家等） 15万円／月×２年 15万円／月×１年

同　　　　上（海外先進農家等） 15万円／月×２年 15万円／月×１年

同　　　　上（改良普及員等による指導研修） 200万円（１年以内） ×

就農準備資金 200万円（１回限り） 200万円（１回限り）

就農施設等資金
2800万円（経営開始初年度）

　900万円（次年度以降）

1800万円（経営開始初年度）

　900万円（次年度以降）

②平成14年10月の農業制度資金の制度改正に伴い、農業改良資金や農業近代化資金の貸付対象者に認定

　就農者が追加されました。

（２）その他

青年農業者等育成センター、農業振興事務所による濃密的な支援をします。

２．認定要件

　①就農前であること

　【農業にまったく従事していないか、または主に従事しておらず（年間農業従事日数150日以下）、且つ

　　本人の農業所得がないこと（専従者給与が支払われている場合は不可）】

　【農業経営の開始に必要な施設・機械・資材の購入・設置・賃借をしていないこと、また、農用地の所

　　有権・使用権を取得していないこと】

　②栃木県に就農を希望する方

　③申請時に18歳以上55歳未満（知事特認の場合は65歳未満）

　④就農前に青年（18歳以上40歳未満）は概ね１年以上、中高年齢者（40歳以上65歳未満）は原則とし

　　て６ヶ月以上の農業教育や農業研修を実施する（過去にしている）こと。

　【研修先：県農業大学校、宇都宮白楊高校特別専攻科、国公立農業関係試験研究機関、とちぎ花センター、

　　町が設置する研修施設、農業士、研修受け入れ態勢が整っているものとして県が認める農家及び組織

　　経営体、等】

　【在宅研修の場合は、改良普及員、農協営農指導員、農業士、知事が認める指導的な農業者の指導を受

　　けること】

遠
山

文
男
　
上
稲
葉

認定を受けた皆さん

３

横遠荒高
倉山川山一

志乃嬉･　明
一言治じ靖男回

上
稲
葉

（
苗
十
水
稲
）

（
毎
十
米
麦
）

目
標
と
す
る
営
農
類
型

壬
生
甲
　
（
酪
　
　
農
）

上
稲
葉
　
（
苗
十
水
稲
）

上
稲
葉
　
（
薙
十
麦
）

　
農
業
経
営
改
善
を
目
指
し
、
現
在
ま

で
に
8
6
名
が
認
定
を
受
け
て
い
る
認
定

農
業
省
制
度
に
、
新
た
に
５
名
が
認
定

さ
れ
、
１
月
1
4
日
役
場
会
議
室
に
於
い

て
認
定
書
授
与
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
認
定
農
業
者
は
9
1
名
と
な

り
ま
す
。

今
回
認
定
を
受
け
た
方
々
　
（
敬
称
賠
）

認
定
農
業
者
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新
た
に
５
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…
…
…
…
…

一

農
業
経
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改
善
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目
指
し
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「
ま
ち
づ
Ｋ
り
情
軋
ご
ｏ
ｘ
」
は
町

ぐ
ハ
い
い
洋
民
２
訃
浪
齢
見
↓
望
ヽ
提
|
|
I
I
4

ｙ
。
考
　
　
直
接
町
ヘ
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
ご
し
て
送
る
こ

〃
希や

　しＪ

〃
-

と
が
で
き
、
町
が
今
後
翫
ち
づ
く
り

に
こ
れ
ら
を
役
立
て
よ
う
と
す
る
事
業

で
す
。

　
今
年
度
は
、
3
9
人
の
方
々
か
ら
5
8
件

の
意
見
や
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

そ
の
一
部
と
町
の
考
え
方
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

一 一

宇
都
宮
市
に
合
併
賛
成
に
つ
い
て

Ｑ
　
一
日
も
早
い
１
市
５
町
の
合
併
を

決
め
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
国
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
を

よ
り
強
力
に
推
進
し
て
お
り
、
市
町
村

合
併
特
例
法
を
改
正
し
て
、
財
政
支
援

措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県

に
対
し
て
も
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の

要
綱
の
策
定
や
支
援
に
努
め
る
よ
う
要

請
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
県
で
は
、
栃
木
県
市
町
村
合
併
推
進

要
綱
を
策
定
し
、
そ
の
中
で
、
壬
生
町

に
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
市
を
中
心
と
し

た
６
町
と
壬
生
町
、
石
橋
、
上
三
川
町

３
町
の
２
つ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
本
町
で
も
、
昭
和
2
9

年
に
壬
生
町
と
稲
葉
村
、
昭
和
3
0
年
に

南
犬
飼
村
と
合
併
し
た
と
い
う
経
緯
が

あ
り
ま
す
が
、
地
方
分
権
や
財
政
状
況

を
は
じ
め
少
子
高
齢
化
社
会
、
環
境
問

題
等
の
対
応
を
考
え
ま
す
と
、
市
町
村

合
併
も
選
択
肢
の
１
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
地
域
の
将
来
や
住

-

民
の
生
活
に
直
接
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
　
４

す
こ
と
も
あ
り
、
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
合
併
特
刑
法
の
期
限
は
、

平
成
1
7
年
３
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

現
在
宇
都
宮
地
区
広
域
推
進
協
議
会
に

お
い
て
、
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
と
共

に
石
橋
消
防
組
合
構
成
５
町
で
合
併
に

つ
い
て
研
究
会
を
設
立
し
、
幅
広
い
調

査
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
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町
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て

Ｑ
　
町
議
会
議
員
の
数
は
１
０
入
程
度
で

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
市
町
村
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ

い
て
は
、
議
会
制
間
接
民
主
主
義
に
よ

り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ま
ち
づ
く
り
を

す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
法
で
標
準
的

な
定
数
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
地

方
自
治
法
で
は
、
人
口
二
千
未
満
の
町



村
は
1
2
人
、
人
口
二
千
以
上
五
千
未
満

の
町
村
は
1
6
人
、
人
口
五
千
以
上
一
万

未
満
の
町
村
は
2
2
天
、
人
ロ
ー
万
以
上

二
万
未
満
の
町
村
は
2
6
人
、
人
口
五
万

未
満
の
市
及
び
二
万
以
上
の
町
村
は
3
0

入
、
人
口
五
万
以
上
十
五
万
未
満
の
市

は
3
6
入
、
人
目
十
五
万
以
上
二
十
万
未

満
の
市
は
4
0
人
、
人
口
二
十
万
以
上
三

十
万
未
満
の
市
は
4
0
人
と
決
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
同
法
で
は
各
市
町
村
の

事
情
に
よ
り
、
議
会
自
ら
で
条
例
を
定

め
て
、
こ
れ
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
壬
生
町
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て

は
、
地
方
自
治
法
の
定
数
は
3
0
人
と
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
ま
ず
、
昭
和
6
0
年
に

議
会
自
ら
減
数
条
例
を
定
め
て
４
人
減

ら
し
2
6
入
と
し
、
平
成
９
年
に
さ
ら
に

４
人
減
ら
し
て
2
2
人
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
に
よ
り
、
議
会
議
員
の
定
数
は

法
定
数
を
限
度
と
し
て
、
議
会
自
ら
が

判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
郡
内
各
町
の
議
員
数
に

つ
い
て
は
、
壬
生
町
が
人
口
約
４
０
。

０
０
０
人
で
2
2
人
、
お
隣
の
石
橋
町
で

は
人
口
約
２
０
。
０
０
０
人
で
2
0
入
、

都
賀
町
で
は
人
口
約
工
大
０
０
０
人

で
1
8
人
、
大
平
町
で
は
人
口
約
２
９
。

０
０
０
人
で
1
8
人
、
野
木
町
で
は
人
口

約
２
７
。
０
０
０
人
で
2
2
人
と
な
っ
て

い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。

「
職
員
は
公
平
で
公
僕
で

あ
る
べ
き
だ
。
」
に
つ
い
て

Ｑ
　
役
場
窓
口
に
相
談
に
行
っ
た
と
き
、

不
親
切
な
応
対
を
受
け
た
。
職
員
は
町

民
に
対
し
常
に
公
平
に
公
僕
で
あ
っ
て

ほ
し
い
。

Ａ
　
職
員
の
基
本
的
服
務
基
準
は
、

「
す
べ
て
の
職
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
、
勤
務
し
、

か
つ
、
職
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、

全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
専
念
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
職
員
一

人
一
人
が
公
務
員
の
原
点
で
あ
る
町
民

全
体
の
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と
を
白
覚
し
、

公
平
公
正
の
立
場
で
な
お
一
層
努
力
し

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

犬
の
フ
ン
の
後
始
末

　
　
　
啓
発
等
に
つ
い
て

Ｑ
　
犬
の
運
動
の
際
、
糞
の
後
始
末
を
し
な
い

飼
い
主
が
い
る
。
通
学
路
な
ど
に
も
落
ち
て
い

る
。
広
報
紙
で
の
糞
の
後
始
末
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
や
立
て
札
等
を
設
置
し
て
啓
発
し
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
犬
の
フ
ン
の
後
始
末
等
に
つ
い
て

は
、
飼
い
主
の
モ
ラ
ル
に
よ
る
と
こ
ろ

が
犬
で
あ
り
ま
す
が
、
毎
年
1
0
月
を

「
正
し
い
犬
の
飼
い
方
強
調
月
間
運
動
」

と
し
て
、
正
し
い
犬
の
飼
い
方
等
の
チ

ラ
シ
を
町
内
各
戸
に
回
覧
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
の
際

に
、
飼
養
者
に
通
知
す
る
は
が
き
に
も

そ
の
旨
を
記
載
し
啓
発
に
努
め
て
お
り

ま
す
。
今
後
と
も
引
き
続
き
広
報
紙
等

で
啓
発
し
て
ま
い
り
ま
す
。

行
政
改
革
「
目
標
管
理
」
の

　
　
　
　
　
　
　
導
入
に
つ
い
て

Ａ
　
お
も
ち
ゃ
博
物
館
は
定
期
的
に
経

常
的
な
維
持
管
理
費
が
か
か
る
。
独
立

採
算
の
考
え
を
導
入
し
、
展
示
物
を
工

夫
す
る
な
ど
、
博
物
館
の
経
営
改
革
を

図
る
と
と
も
に
、
再
訪
館
者
が
少
な
い

よ
う
な
の
で
再
入
館
者
が
増
え
る
よ
う

経
営
努
力
し
、
町
の
収
入
源
の
一
翼
を

担
っ
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
お
も
ち
ゃ
博
物
館
は
2
1
世
紀
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
お
も
ち
ゃ
と
の
ふ
れ

あ
い
を
通
し
て
、
心
豊
か
で
創
造
性
に

富
ん
だ
人
間
に
成
長
す
る
こ
と
を
願
い
、

併
せ
て
観
光
資
源
の
開
発
を
目
的
に
平

成
７
年
に
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
の
一
環

で
建
設
し
ま
し
た
。
現
在
、
お
も
ち
ゃ

博
物
館
の
収
蔵
品
は
、
昭
和
3
0
年
代
後

期
か
ら
工
場
で
生
産
さ
れ
た
約
５
万
点

ほ
ど
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
膨
大
な
収

蔵
品
の
中
か
ら
時
代
別
ま
た
各
世
代
の

代
表
的
な
も
の
や
、
各
ジ
ャ
ン
ル
別
に

常
設
展
示
数
は
２
。
５
０
０
点
ほ
ど
展

示
し
て
お
り
、
親
子
で
そ
の
当
時
が
回

想
で
き
会
話
が
弾
む
よ
う
に
観
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
当
博
物
館
で
は
、
貴
重
な
お
も
ち
ゃ

を
全
部
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
か
ら
、
平
成
1
2
年
よ
り
収
蔵
品
全
部

を
対
象
に
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
入
力

に
着
手
し
本
年
度
に
完
了
す
る
予
定
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
デ
ー
タ
づ
Ｉ
ス
の

完
成
後
に
は
館
内
に
お
い
て
展
示
以
外

の
お
も
ち
ゃ
を
、
画
面
を
と
お
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
、
お
年
寄
り
や
お
子
様
で
も
簡

単
に
検
索
で
き
る
よ
う
な
タ
ッ
チ
パ
ネ

ル
式
の
モ
ニ
タ
ー
を
検
討
中
で
す
。

　
次
に
、
入
館
者
に
つ
い
・
て
で
あ
り
ま

す
が
、
平
成
７
年
オ
ー
プ
ン
後
３
年
目

か
ら
は
1
0
万
人
弱
と
や
や
横
ば
い
の
状

況
で
し
た
が
、
平
成
1
2
年
全
国
都
市
緑

化
フ
ェ
ア
開
催
を
機
に
次
年
度
は
入
館

者
が
微
増
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

「
再
度
、
お
も
ち
ゃ
博
物
館
を
訪
れ
る

方
が
少
な
い
の
で
は
」
と
い
う
ご
指
摘

で
す
が
、
館
の
事
業
ご
と
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
結
果
、
再
訪
館
者
が
多

い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
が
、
初
心
に

か
え
り
魅
力
あ
る
お
も
ち
や
博
物
館
の

運
営
管
理
を
行
い
、
入
館
者
を
増
や
す

よ
う
鋭
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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壬
生
駅
西
口
に
屋
根
付
駐
輪
場

　
　
並
び
に
送
迎
用
駐
車
場
の

　
　
　
　
　
　
整
備
に
つ
い
て

Ｑ
　
壬
生
駅
西
口
に
現
在
あ
る
駐
輪
場

は
、
青
空
駐
輪
場
の
上
狭
い
の
で
、
こ

れ
ら
を
解
消
し
た
屋
根
付
き
駐
輪
場
を

整
備
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
駅
前
は
タ

ク
シ
ー
乗
り
場
と
な
っ
て
お
り
、
駅
利

用
者
の
送
迎
車
用
の
駐
車
場
が
無
く
困
っ

て
い
る
。
駐
車
場
を
整
備
し
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
壬
生
駅
西
口
の
駐
輪
禍
及
び
送
迎
　
５



車
用
駐
車
場
の
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
、
都
市
基
盤
の
核
と
な
る
各
駅
前

広
場
の
早
期
整
備
を
図
る
べ
く
順
次
整

備
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

壬
生
駅
西
広
場
と
併
せ
周
辺
区
域
も
含

め
た
環
境
整
備
計
画
の
中
で
改
善
を
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て
や

「
立
ち
シ
ョ
ン
」
を
禁
止
す
る

　
　
　
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

Ｑ
　
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て
を
罰
す
る
条

例
や
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
を
悪
く
す
る
よ

う
な
行
動
・
言
動
（
立
ち
シ
ョ
ン
）
な

ど
を
罰
す
る
条
例
を
制
定
し
て
ほ
し
い
。

（
石
橋
町
で
は
制
定
し
た
と
の
こ
と
）

Ａ
　
た
ば
こ
の
吸
い
殼
等
の
ポ
イ
捨
て

を
禁
止
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
町
で

も
制
定
（
壬
生
町
空
き
缶
等
の
散
乱
防

止
に
関
す
る
条
例
）
し
て
お
り
ま
す
が
、

町
の
イ
メ
犬
ン
を
悪
く
す
る
よ
う
な
行

動
こ
言
動
な
ど
を
罰
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。

安
塚
駅
東
の
道
路

　
　
（
県
道
安
塚
雀
宮
線
）

　
　
　
　
の
拡
幅
に
つ
い
て

Ｑ
　
県
道
安
塚
雀
宮
線
は
、
交
通
量
も

多
く
道
路
が
狭
い
う
え
歩
道
も
な
い
の

で
、
通
学
等
に
大
変
危
険
で
あ
る
。
早

急
に
拡
幅
を
お
願
い
し
た
い

Ａ
　
県
道
安
塚
省
営
線
は
、
現
在
、
大

正
橋
の
東
（
宇
都
宮
市
）
を
宇
都
宮
土

木
事
務
所
で
拡
幅
改
良
工
事
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
大
正
橋
の
西
の
壬

生
地
区
に
つ
い
て
は
、
安
塚
駅
東
地
区

住
宅
開
発
の
計
画
が
あ
り
、
そ
の
計
画

と
併
せ
て
東
武
線
踏
切
ま
で
の
区
間
に

つ
い
て
、
整
備
が
で
き
る
よ
う
検
討
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
社
会
経
済

情
勢
で
は
住
宅
開
発
に
は
大
変
厳
し
い

状
況
に
あ
り
、
未
だ
事
業
着
手
に
は
至
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
住
宅
開
発
と
は
別
に
道
路
整
備
を

先
行
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
県
に
要

望
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

町
道
ｋ
２
－
1
2
4
号
線
の

　
　
　
　
改
善
に
つ
い
て

Ｑ
　
安
塚
地
内
の
旧
県
道
宇
都
宮
栃
木

綿
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
か
ら
南
犬
飼
中

学
校
に
通
じ
る
道
路
は
、
交
通
量
も
多

く
、
歩
道
と
車
道
の
区
別
が
無
く
非
常

に
危
険
で
あ
る
。
早
急
に
改
善
を
お
願

い
し
た
い
。

Ａ
　
安
塚
地
内
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
か

ら
南
犬
飼
中
学
校
に
通
じ
る
道
路
の
改

善
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の

道
路
幅
員
で
は
、
歩
道
の
設
置
が
大
変

厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
ま
た
、
沿
道
に

は
住
宅
が
連
立
し
て
お
り
拡
幅
す
る
こ

と
に
お
い
て
も
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
車

道
と
歩
道
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
路
線
は
舗
装

が
痛
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
舗
装
の
打

ち
換
え
を
し
、
白
線
（
外
側
線
）
を
引

い
て
、
車
道
と
路
肩
の
区
別
を
す
る
方

向
で
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ナ
イ
タ
ー
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

Ｑ
議
会
を
夜
に
開
催
す
る
「
ナ
イ
タ
ー

議
会
」
を
検
討
願
い
た
い
。

Ａ
　
ナ
イ
タ
ー
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

は
、
住
民
の
視
点
か
ら
そ
の
必
要
性
あ

る
い
は
住
民
の
生
活
の
多
様
化
等
、
議

会
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
の
変
化
、

さ
ら
に
は
費
用
対
効
果
等
あ
ら
ゆ
る
面

か
ら
、
そ
の
必
要
の
是
非
に
つ
い
て
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
具
体
的
に
検
討
す
る
場
合
は
、

議
会
運
営
委
員
会
等
で
検
討
す
る
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

議
員
報
酬
の

　
　
　
時
間
給
制
に
つ
い
て

　
Ｑ
　
議
員
の
報
酬
を
議
会
に
出
席
し
た

　
時
間
給
制
に
し
た
ら
ど
う
か
。

Ａ
　
お
見
込
み
の
と
お
り
、
議
員
報
酬

は
非
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
職
務
の
対

価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

労
働
を
提
供
し
た
日
数
、
又
は
、
時
間

に
応
じ
て
報
酬
が
支
給
さ
れ
ま
す
か
ら
、

原
則
と
し
て
月
額
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

議
員
報
酬
が
月
額
制
に
な
っ
た
の
は
、

昭
和
3
1
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
で
、

議
員
報
酬
に
限
っ
て
勤
務
目
数
に
よ
ら

な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
、
地
方
議
員
の
報
酬
が
「
地
方

議
会
の
制
度
が
始
ま
っ
て
以
来
、
歳
費

的
な
考
え
方
」
で
支
給
さ
れ
て
き
た
こ

と
、
ま
た
、
「
国
会
議
員
と
の
権
衡
を

考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
通
り
、

議
会
の
議
員
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
律

上
の
原
則
を
設
け
な
か
っ
た
」
か
ら
及

ヽ一

び
、
「
議
員
報
酬
の
対
象
と
な
る
議
員
　
６

の
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
議
会
活
動

と
議
会
外
で
の
活
動
が
あ
る
と
の
考
え

方
」
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
議
員
報
酬
は

月
額
制
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
子
ど
も
の
集
団
健
診
が

個
人
病
院
で
も
受
け
ら
れ
る

　
　
　
　
よ
う
に
」
に
つ
い
て

Ｑ
　
子
ど
も
の
集
団
健
診
に
つ
い
て
、

勤
め
て
い
た
り
す
る
と
仕
事
の
関
係
等

で
、
集
団
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
他
の
市
で
は

個
人
病
院
で
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
聞
き
ま
し
た
。
壬
生
町
で
は
、
集
団

健
診
以
外
で
の
検
診
を
検
討
し
て
い
ま

す
か
。

Ａ
　
町
で
は
、
乳
幼
児
健
診
は
４
ヶ
月
、



1
0
ヶ
月
、
１
歳
６
ヶ
月
、
３
歳
児
の
時

期
に
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
集
団
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
健
診
内
容
は
、

年
齢
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
身
長
・

体
重
測
定
、
小
児
科
医
師
、
整
形
外
科

医
師
、
歯
科
医
師
の
診
察
、
視
力
、
聴

力
検
査
の
確
認
、
保
健
師
に
よ
る
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
会
場
で
は
、
同

じ
月
齢
の
子
育
て
の
親
同
士
の
情
報
交

換
が
で
き
、
悩
み
解
決
の
場
と
も
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
現
在
、
町
内
の
小

児
科
は
大
学
病
院
の
他
、
２
医
院
し
か

あ
り
ま
せ
ん
が
、
条
件
が
整
っ
た
ら
実

施
す
る
よ
う
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

六
美
地
区
開
発
に
つ
い
て

Ｑ
　
六
美
地
区
の
開
発
計
画
事
業
の
早

急
な
促
進
を
お
願
い
し
た
い
。

Ａ
　
六
美
地
区
開
発
は
、
昭
和
6
2
年
度

に
栃
木
県
策
定
の
「
北
関
東
自
動
車
道

沿
線
拠
点
開
発
構
想
」
に
お
い
て
、
壬

生
町
の
六
美
地
区
と
石
橋
町
の
下
長
田

地
区
が
位
置
付
け
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、

平
成
４
年
度
に
壬
生
・
石
橋
両
町
で
ヘ

ル
シ
ー
タ
ウ
ン
開
発
推
進
協
議
会
を
設

立
し
、
開
発
基
本
計
画
を
策
定
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
計
画
に
関
す
る
地

元
説
明
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
事
業
の
具
体
化
に
向

け
た
様
々
な
調
査
や
研
究
活
動
を
行
っ

-

て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
長
引
く
景
気
低
迷
と
地
価

の
下
落
、
少
子
・
高
齢
化
の
急
速
な
進

行
、
ま
た
、
産
業
構
造
の
変
化
な
ど
近

年
の
社
会
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
に

よ
ｎ
べ
開
発
計
画
の
早
期
事
業
化
は
、

極
め
て
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。

　
今
後
は
、
現
在
六
美
地
区
が
抱
え
て

い
る
雨
水
排
水
問
題
や
下
水
道
の
整
備

に
つ
い
て
、
早
期
に
問
題
解
決
が
図
れ

る
よ
う
、
具
体
的
な
整
備
に
向
け
た
計

画
を
策
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
開
発
計
画
に
つ
い
て

は
、
関
連
す
る
道
路
等
の
基
盤
整
備
促

進
を
図
り
な
が
ら
、
開
発
方
法
等
を
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

Ｑ
　
六
美
地
区
の
遊
休
地
の
高
度
利
用

の
た
め
、
市
街
化
調
整
区
域
の
撤
廃
を

お
願
い
し
た
い
。

Ａ
　
壬
生
町
は
、
「
宇
都
宮
都
市
計
画

区
域
」
と
し
て
、
宇
都
宮
市
や
石
橋
町

等
３
市
７
町
で
形
成
さ
れ
て
お
り
、
昭

和
4
5
年
1
0
月
１
目
に
市
街
化
区
域
と
市

街
化
調
整
区
域
（
線
引
き
）
を
決
定
し

現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
要
望

の
あ
り
ま
し
た
線
引
き
の
撤
廃
は
、
宇

都
宮
都
市
計
画
区
域
全
体
か
ら
壬
生
町

を
考
え
た
場
合
、
現
状
で
は
難
し
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
平
成
1
2
年
度
に
都
市
計
画

法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
県
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
市
街
化
区
域
に
隣
接
し
た
市
街
化

調
整
区
域
で
の
一
定
の
開
発
行
為
が
許

可
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、

栃
木
県
で
は
、
県
条
例
制
定
に
向
け
て
、

線
引
き
を
実
施
し
て
い
る
市
町
の
意
向

調
査
を
進
め
て
お
り
、
六
美
地
区
に
お

い
て
も
、
今
後
の
開
発
計
画
の
内
容
等

を
考
慮
し
な
が
ら
、
有
効
な
土
地
利
用

が
図
れ
る
よ
う
県
と
協
議
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
河
川
を
素
敵
な

　
　
　
遊
び
場
に
」
に
つ
い
て

Ｑ
　
町
に
は
、
黒
川
と
思
川
の
２
つ
の

川
が
流
れ
て
お
り
、
千
人
以
上
の
釣
り

人
口
が
い
る
が
、
釣
り
を
し
て
い
る
姿

は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
よ
ど
み
や
沼
が
こ

わ
さ
れ
、
釣
り
場
が
無
く
魚
影
も
少
な

い
か
ら
で
す
。
川
が
よ
み
が
え
り
、
多

町
他
県
か
ら
釣
り
人
が
来
れ
ば
、
経
済

効
果
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
お
じ
い
ち
ゃ

ん
が
孫
を
連
れ
釣
り
の
手
ほ
ど
き
を
す

る
姿
な
ど
は
、
想
像
し
た
だ
け
で
も
楽

し
く
な
り
ま
す
。
壬
生
の
河
川
を
素
敵

な
遊
び
場
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ
　
町
内
を
流
れ
る
思
川
や
黒
川
な
ど

の
水
辺
は
、
憩
い
や
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ

る
貴
重
な
空
間
で
あ
り
、
豊
か
な
自
然

と
触
れ
あ
え
る
有
効
な
場
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
こ
の
た
め
町
で
は
、
町
民
の

皆
様
が
安
心
し
て
水
辺
で
遊
べ
る
よ
う

な
東
雲
公
園
の
整
備
を
進
め
て
お
り
、

多
く
の
方
の
ご
利
用
を
い
た
だ
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
ご
提
言
の
瀬
や
淵
を
活
か
し
た
「
自

然
環
境
に
配
慮
し
た
」
川
づ
く
り
は
今

後
の
河
川
整
備
に
は
重
要
と
考
え
、
河

川
管
理
者
で
あ
る
栃
木
県
に
も
提
言
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
井
地
区
の
「
安
心
し
て

　
子
育
て
が
で
き
る
環
境
の

　
　
　
　
　
整
備
」
に
つ
い
て

Ｑ
　
藤
井
地
区
に
は
、
公
園
も
児
童

謡
も
学
童
保
育
も
あ
り
ま
せ
ん
。
子

ど
も
の
数
は
減
る
一
方
で
、
藤
井
小

学
校
の
児
童
数
は
１
学
年
１
０
人
以

下
で
す
。
こ
れ
は
「
安
心
し
て
子
育

て
で
き
る
環
境
で
な
い
」
と
判
断
し

た
若
い
人
が
藤
井
地
区
に
住
も
う
と

し
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

黒川のおだやかな流れ

安
心
し
て
小
さ
い
子
ど
も
が
遊
べ
る

場
、
乳
幼
児
を
安
全
な
場
所
で
遊

ば
せ
な
が
ら
母
親
同
士
が
育
児
等
の

情
報
交
換
が
で
き
る
場
、
共
働
き
の

家
庭
に
と
っ
て
放
課
後
子
供
た
ち
が

安
心
し
て
集
ま
り
遊
べ
る
場
と
し
て
、

公
園
（
ボ
ー
ル
遊
び
や
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
が
で
き
る
広
場
や
児
童
謡
等
が
あ

る
と
い
い
の
で
す
が
）
の
設
置
を
、

「
地
域
で
育
む
子
育
て
プ
ラ
ン
」
の

１
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ
　
出
生
数
の
減
少
に
よ
る
少
子
化
の

進
行
は
、
一
部
の
地
域
に
限
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
全
町
的
な
問
題
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
連
帯
感
や
人
間
関
係

の
希
薄
化
に
よ
り
、
子
育
て
家
庭
の
育

児
に
対
す
る
孤
立
感
や
不
安
が
ま
す
ま

す
増
大
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
中
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
の
健
全

な
育
成
を
図
る
た
め
に
は
、
行
政
と
家

庭
、
地
域
社
会
な
ど
が
連
携
し
て
、
子

育
て
環
境
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
回
要
望
の
あ
り
ま
し
た
公
園
整
備

に
つ
い
て
は
、
町
内
全
域
に
お
け
る
公

園
の
配
置
計
画
の
な
か
で
子
ど
も
連
が

安
心
し
て
遊
び
、
ま
た
、
地
域
の
人
た

ち
が
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
ミ
ニ
公

園
等
の
整
備
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

７
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教養の場として、職場

有意義に過ごし、友情

な講座が開催されてい

祭日・年末年始

　　　(12/28～1/4)

い、ふるさと劃生事業で=

した。fl86－7111　　f

温 め

総曾運動場

　運動広場・テニスコート・体育館・武道館・ト

ヂし一二ングルームなどの施設があり、町スポーツ

プー

9･曹82

？利用

ル な ど が あ り

、

幼 児 か ら 大 人 ま で 楽 し め ま す

。

－

9 4 7 9 （ 利 用 期 間 中 の み ）

期 間
： ７ 月 の 第 ２ 土 麗 日

～

９ 月 の 第 １ 日 麗 日
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　　　　………　……………………　無人配水場を遠かく操作しながら町民に安全で

桜の名所です。公園の

流館”があり子供から==

えた多くの人々が利用=lj=

施設は岩風呂、櫓風呂､9=

連日賑わいを見せていj;

昔82－8818　　　　　1:=。

日の場合は翌日）、　　１

/28～1/4）

ぶれあい
廿牲セン９－

SS9､~｡｡
｜

いての知識や技術の習

が整備されています。ｋ

農務課登81－1840まで）j=

年始（12/29や１／３）５=･

7･｡･美味しい水の確保と、配水事業の中心的役割を担

4う施設です。

中央配水場（昔86－0550）、南部配水場

北部配水場（無人）があります。

?l町水道課昔82-2260

(無人)、

　快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全

を目的としています。汚水を活性汚泥法という方

式によって、きれいに浄化したのち姿川に放流し

ています。酋86－0356

　　　　　　　　　　　　　　'ゝ

｡､回･………

りふ

町では、団体・個人を対象に施

設めぐりを実施しています。

詳しくは企画財政課広報広聴係

　　　　昔81 － 181 2・ 181 3まで

だし門戸ss

　町民の教養向上や情操教育を図り、生活文化のT

振興と社会福祉の増進|こ努めています。大ホー

Ｊし（城址公園ホール）では、年数回のコンサート

やリサイタルが開かれています。隣接には、歴史ﾌ

民俗資料館、図書館、城址公園があり町民の憩い

1の場になっています。fl82－0108

ｸﾞ休館日：月曜・祝祭日・火曜午前中・

J1　　　　年末年始（12/28～1/4）

町内には他に、稲葉地区公民館（酋82－7374）、

:南犬飼地区公民館（昔86－0031）、

北公民館（酋82－6498）などがあります。

ｉ　幼児から高齢者まで、生涯にわたって学習でき、

ﾌる施設です。平成13年度からは情報通信技術研修でj

jの場としてパソコンを整備しました。施設利用は］

３日前までに予約　　　　　　　　　　　　　　ｉ

昔82－8384　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

休館日：月羅・祝祭日・年末年始（12/28～1/4）1

ズ　スポーツ・しクリエーション活動及び学習両面万

ﾐ:の機能を備えた、宿泊研修施設です。昔82－1014=:1

’i休館日：月曜日（月が祝祭日のときは火曜日）・　=lll

;、　　　年末年始（12/28～1/4）　　　　　｡=’

　　　　　　　　…………f……………………………………………………

　　　　２つ進む

'｀i〃･“‘゛'………………゜………"…………゜…………´……
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　保健と福祉サービスを総合的に推進するための

拠点です。町保健課健康増進係と町社会福祉協議

会の事務局があります。施設では健診やリハビリ

が行われるほか、福祉団体の活動の拠点となって

います。

休館日：土・日曜日、祝祭日、年末年始（12/29～|/3）

保健福祉センター昔82－3588

社会福祉協議会昔82－7899

　高齢者の教養の向上とレクリェーション・健康

増進を図っています。毎週火曜・木曜日には「い

きいきサロン」が開催され、習字や健康教室、ゲー

ムやそば打ちなどが行われています。昔82－7181

休館日：月曜日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3）

自
シ/Lバーワークフつザ

　シルバー人材センターの事務局があります。町

内在住の60歳以上の健康で働＜意欲のある方が会

員となり、高齢者の経験と能力を生かした仕事を

しています。酋82－4682

　　　摺糎

３つ戻る

授産施設：障害者で雇用されることが困難な方が

　保護者のもとから通所し、作業や集団生活を通

　し自立することを目的とする施設です。また、

　障害者の拠点施設として地域交流等のスペース

　を設けてあります。

通園ホーム：障害を持つ児童を対象に、通園によ

　り日常生活の基本的な動作訓練や集団生活への

　適応訓練を行う施設です。

　　　　９

幟44

ゐ ぶ ま ５

　　平地林保全対策モデル事業、ふるさとルネッサ

　ンス推進事業の一環として整備されました。自然

レと直接ふれあい学べる施設で、農村と都市の交流

ﾌﾞの場として親しまれています。

北っ子の森：壬生北小学校北側

睦っ子の森：睦小学校南側

　………………㎜　　　　　　　　　’　　　　　　　………

　　　　１回休み
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　　流動床焼却炉により、ゴミを完全燃焼させ、残

　さと灰にし、排ガスも確実に処理しダイオキシン

　類等の環境対策には万全を期しています。

：曹82－3424

クリ －ンセ

　　　　　　　　[

ｦ

ﾌﾞｻ]

;|

ﾝﾚ……
i'き4

4JlJ

＿

藤

ら泳奥礪゛
……“｀4'

　高負荷脱窒素処理方式を採用した近代的かつコ

ンパクトなし尿処理施設です。最新の高度処理設

備を備え、水質保全と公害防止にも万全を期して

います。昔82－6739

環境セン9

－

.●･J.･●　■■■■■■■■■㎜■　■㎜■■■■■　■
　　　　　　　　一一

　清掃センターから排出される焼却灰や不燃物残

さなどを埋め立て処分しています。浸出水の地下

浸透を防止するしや水シートを全面に敷設し、さ

らに電気検知システムで漏水対策に万全を期して

います。公害防止の最先端をい＜管理型最終処９

堪です。

　　　　　　　　-･　　　　　　　　　　………

勤労青少年
　　ホーム

　働＜青少年の憩いと

|こ働く青少年が余暇を

の輪を広げるため､様々

ます。　昔86－3044

休館日：土・日置・祝

　21世紀を担う子ども

れあいを通して、心豊

問に成長することを願

の一環として作られま

休館日：月曜日（祝祭

　みんなに親しまれる

中心にぱふれあい交

お年寄りまで世代を越

しています

。

特に入浴

露天風呂などがあり

、

ます

。

ふれあい交流館

休館日：月曜日(祝祭

……………………………………………………
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｡
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　女性の生活改善につ

得施設

。

農産加工施設

ふりだしに扉陥r59r芯笞居
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休館日：月麗日、年末



公
共
下
水
道
区
域

　
　
を
5
0
ｈ
拡
大

市
街
化
区
域
隣
接

区
域
を
順
次
整
備

一 一 －

j
､,

l

l゛万'‘

≪] ⑤干し 凡　　例

既下水道区域

今回拡大下水道区域厘皿
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今
年
度
新
た
に
壬
生
町
公
共
下
水
道

事
業
区
域
と
し
て
、
市
街
化
区
域
に
隣

接
す
る
市
街
化
調
整
区
域
に
つ
い
て
も

5
0
ｈ
が
区
域
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
（
図
面
参
照
）

　
来
年
度
か
ら
順
次
整
備
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
工
事
期
間
中
は
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

図
１
１

　
建
設
部
下
水
道
課

　
音
8
1
－
１
８
５
８



礁鵠嬉帥＝動脱絲融ａ囲贈隷

■便所の水洗化は３年以内に

　公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区

域になりますと、くみ取便所は公共下水道が使用

できるようになった日から３年以内に、公共下水

道に直接流す水洗便所に改造しなければなりませ

ん。（下水道法第11条の３）また、処理区域内で

は、水洗便所にしないと家屋を新築することがで

きません。（建築基準法第31条）

与

■受益者負担金を納めていただきます

　受益者負担金は、下水道が整備計画されている

区域の土地（市街化調整区域については宅地）が

すべて対象となりますが、この計画区域がすべて

整備されるまでには、相当長い期間がかかります。

　そこで、受益者負担金は、下水道の整備状況に

あわせ賦課徴収していくことになります。この賦

課徴収する区域が「賦課対象区域」で、毎年度初

めに告示し、皆さんにお知らせします。

市街化区域 市街化調整区域

負　担　金　額 １�につき300円
一つの排水設備につき

　　　　36万円

納　付　方　法 一括納付又は５年分割年４期の20回納付

20回分割納付例

　　　200�の場合

　(面積によって異なる)

200�×300円÷20回＝3,000円

36万一20回＝18,000円

一括納付の場合

(最初の納期限内)
48,600円 291､600円

　排水設備工事

汚れた水を下水道の

本管が道路の下へ通っても、そこへ汚れた家庭排水を流す工事

をしなければ意味がありません。

単独浄化槽を廃止し、台所やお風呂などの排水とあわせて、本

管へ接続する工事を３年以内にしてください。

道路の下へ本管を設置し、その本管から取付桝（家庭からの排

水を本管へ接続するための桝）を出す工事は町が行いますが、

家庭内の排水から取付桝までの排水設備工事は、個人の負担に

なります。

二

千□

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

下水道を生かずのはあなた次第。
･=゜……排ﾌk郎1備工事とは、家庭内のトイレ、台所、お風呂、洗面所などから、

　本管へ流すためにする工事です。

;

……匹……………
;'･ii･

y
｡官遼自誼 ,j･゜

＝価痘詣……

。

錨俎自

大
こ

11

排水設備工事を行えるのは、町が取り決めた技術水準を満たした、指定工事店だけです。

※雨水は下水道に流せません。

個人負担で工事を行っていただくところ

町が工事を行うところ



まちのわだい膳

賀詞交歓会で

　　　　地域の発展を誓う

１　　　　　　　　　　

，.．………．　　!,７'･き..　．1?.゛IP･゛9.'TTI劈………l!畢j7………"i'雫1:;"':゛.r!　ヴ'¨'.i゛"……゜;ﾆ;j11!゛゛・･｢“i？誌

‥7'…………'?:la。･.，　　7　……………　　　　　　　　　　　　　
參□　　　　……'……

　
新
年
を
迎
え
た
１
月
８
日
、
中
央
公

民
館
に
お
い
て
賀
詞
交
歓
会
が
開
催
さ

れ
、
約
３
５
０
人
の
出
席
者
が
新
年
を

祝
い
ま
し
た
。

　
清
水
町
長
が
地
域
活
性
化
や
福
祉
の

充
実
、
教
育
問
題
、
市
町
村
合
併
な
ど

に
つ
い
て
今
後
の
抱
負
を
交
え
て
あ
い

さ
つ
を
述
べ
、
続
い
て
、
来
賓
と
し
て

佐
藤
勉
衆
議
院
議
員
、
鯉
沼
義
則
県
議

会
議
員
、
石
村
寿
夫
町
議
会
議
長
、
塩

沢
弘
商
工
会
長
が
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
瀬
下
龍
夫
代
表
監
査
委
員

の
発
声
で
乾
杯
を
し
た
後
、
出
席
者
は

和
や
か
に
歓
談
し
て
い
ま
し
た
。

歓談中の出席者の皆さん
-

万,.j･;=.･･助谷ふれあい市「初売り」でにぎわう

新鮮な野菜が棚に並びます

　
助
谷
ふ
れ
あ
い
市
が
、
上
月
７
日
に

初
売
り
を
開
催
し
、
地
元
産
の
野
菜
で

作
っ
た
「
豚
汁
」
や
「
け
ん
ち
ん
そ
ば
」

が
無
料
で
ふ
る
ま
わ
れ
、
長
蛇
の
列
が

で
き
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
新
鮮
野
菜

も
い
つ
も
以
上
に
低
価
格
で
種
類
・
量

と
も
豊
富
な
た
め
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て

い
ま
し
た
。

　
助
谷
ふ
れ
あ
い
市
は
、
地
元
の
朝
取

り
野
菜
を
低
価
格
で
提
供
す
る
こ
と
を

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
地
元
の
女
性
た

ち
が
中
心
に
な
り
運
営
し
て
い
ま
す
。

営
業
日
は
、
毎
週
火
・
木
・
土
・
日
曜

日
の
午
前
1
0
持
か
ら
午
後
４
時
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

650名が大人の仲間入り

　　第54回成人式

屋
外
で
も
た
い
へ
ん
賑
わ
い
ま
し
た

-　71:｀　　　　　　　　寺ｊ

「希望」「不安」…･それぞれの思いを胸IZ

　
第
5
4
回
成
人
式
が
１
月
1
2
日
、
壬
生

中
央
公
民
館
中
ホ
ー
ル
と
南
犬
飼
中
学

校
体
育
館
で
開
か
れ
、
6
5
0
名
の
新
成
人

が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
振
り
袖
や
ス
ー
ツ
姿
の
華
や
か
な
雰

囲
気
の
中
、
滞
り
な
く
第
１
部
の
式
典

が
行
わ
れ
、
第
２
部
で
は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
、
抽
選
会
や
ビ
デ
オ
上
映
な

ど
が
行
わ
れ
、
終
始
和
や
か
で
し
た
。

偏
心

12



題などをお寄せくださいまちのわだい地域の話

　
羽
生
田
小
学
校
の
全
校
児
童
4
2
名
と
、

作
曲
家
の
渡
辺
俊
幸
さ
ん
が
、
１
月
2
2

日
念
願
の
共
演
を
果
た
し
ま
し
た
。
渡

辺
さ
ん
は
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
利
家
と
ま
つ
」
の
テ
ー
マ
曲
『
蝋
涙
』

の
作
曲
者
。

　
交
流
の
き
っ
か
け
は
、
渡
辺
さ
ん
が

Ｎ
Ｈ
Ｋ
お
昼
の
番
組
「
ス
タ
ジ
オ
パ
ー

ク
か
ら
こ
ん
に
ち
は
」
に
出
演
し
た
と

き
、
同
小
の
５
・
６
年
生
が
「
県
の
音

楽
祭
中
央
祭
を
目
指
し
曲
目
を
『
蝋
涙
』

に
決
め
た
こ
と
。
大
好
き
な
曲
を
、
か
っ

こ
よ
く
演
奏
し
た
い
」
な
ど
フ
ァ
ッ
ク

ス
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
渡
辺
さ
ん
か
ら

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
「
実
際
に
演
奏
を
聴
い

て
み
た
い
」
と
の
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。

更
に
全
員
で
『
蝋
涙
』
を
演
奏
し
て
い

る
ビ
デ
オ
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
「
み
な

さ
ん
の
演
奏
に
心
が
ふ
る
え
、
感
動
し

ま
し
た
。
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
の
演
奏
を
生

全校合奏で念願の夢かなう

｢利家とまつ｣の作曲者と共演

で
聴
い
て
み
た
い
。
」
と
返
事
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　
こ
の
目
、
体
育
館
に
児
童
・
先
生
・

地
域
や
保
護
者
の
方
々
が
集
ま
り
渡
辺

さ
ん
を
拍
手
で
迎
え
ま
し
た
。
迎
え
の

言
葉
を
６
年
生
の
清
水
力
也
く
ん
が
述

べ
、
続
い
て
渡
辺
さ
ん
が
挨
拶
。
そ
の

後
、
開
校
の
中
野
先
生
指
揮
に
よ
る

『
風
流
』
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
中
野

先
生
に
引
き
続
き
渡
辺
さ
ん
が
タ
ク
ト

を
振
り
、
演
奏
を
時
々
中
断
さ
せ
な
が

ら
、
「
１
音
Ｉ
音
の
強
弱
、
テ
ン
ポ
の

変
化
」
「
音
の
幅
」
「
気
持
ち
を
込
め
て
」

な
ど
と
丁
寧
に
指
導
さ
れ
ま
し
た
。

　
５
年
生
で
エ
レ
ク
ト
ー
ン
等
を
担
当

し
て
い
る
篠
原
千
句
さ
ん
と
加
藤
京
子

さ
ん
は
「
と
て
も
緊
張
し
た
。
渡
辺
さ

ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
と
お
り
に
で
き

て
と
て
も
う
れ
し
い
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

渡辺さんの指揮がみんなの気持ちを１つに

町内対抗野球で

熱戦が繰り広げられる

-

　
平
成
Ｈ
年
度
町
内
対
抗
野
球

大
会
が
1
2
月
に
行
わ
れ
、
Ｂ
チ
ー

ム
が
参
加
し
熱
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
し
た
。
1
2
月
８
日
の
決

勝
戦
で
は
、
羽
生
田
チ
ー
ム
と

藤
井
チ
ー
ム
の
対
戦
と
な
り
。

２
対
１
で
羽
生
田
チ
ー
ム
が
優

勝
し
ま
し
た
。

優勝した羽生田チーム

全日本剣道連盟より感謝状

　剣道教室師範の三上さん

　
壬
生
町
少
年
剣
道
教
室
師
範
の
三
上

義
市
さ
ん
が
こ
の
ほ
ど
財
団
法
人
全
日

本
剣
道
連
盟
よ
り
感
謝
状
を
授
与
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
感
謝
状
贈
呈
は
、
全

剣
連
設
立
5
0
周
年
記
念
式
典
で
発
表
さ

れ
、
三
上
さ
ん
の
多
年
に
わ
た
る
剣
道

の
普
及
発
展
に
つ
い
て
の
尽
力
、
功
績

に
敬
意
が
表
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
三
上
さ
ん
は
、
昭
和
６
年
以
来
7
0
年

間
、
剣
一
筋
に
精
励
し
昭
和
4
6
年
か
ら

は
剣
道
教
室
を
開
き
青
少
年
の
健
全
育

成
、
精
神
教
育
等
を
約
１
０
０
０
名
の

少
年
剣
士
に
指
導
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

町長室を訪れ喜びを報告する三上さん
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一

「地球温暖化問題」をご存じですか？
　　　　幽幽●●●●●幽幽●幽●幽●幽幽幽幽幽●幽●幽●幽●幽幽●●幽幽●●幽●幽●幽●幽●幽幽●幽幽幽幽幽●幽幽●●●幽幽●●●●●働●幽●●●●●●●●●●●●●●●幽●幽●幽幽●幽幽幽幽幽幽●幽●●●幽●●幽幽幽幽幽幽●●幽●●幽●●●●●●●幽幽幽幽幽●幽●幽

　　　　　　「地球温暖化」を引き起こす原因は

、

私たちの身近な生活の中に

‘

　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　ｉ　たくさんあります

。

生活をほんの少し見直すだけで

、

地球温暖化　ｉ

　　　　ミ　を防止することにつながります

。　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨ

　　　　●●●●●●●●●●●幽幽幽●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●幽●●●幽●●●●●●個●幽幽●●●幽●幽幽●幽●●幽幽幽幽●●幽●幽●幽●幽●●●幽●幽幽●●幽●●●幽●●幽●幽●●●幽幽●●●●●●●幽●●●●●●幽幽幽幽●●畠
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●地球温暖化とは

‥・

　地球温暖化は
、

石油などの化石燃料を使用することなどにより

、

大気中の温室効果ガス（二酸化炭素な

ど）の濃度が上昇し

、

熱が温室効果ガスに吸収され

、

地球がビニールハウスのような状況になって

、

気温

が上昇することをいいます

。

　地球温暖化は

、
日常の生活や通常の事業活動から排出される温室効果ガスが原因とされており

、

誰もが

原因者であり被害者でもある問題です

。

　このまま地球温暖化が進行すると

、

100年後の地球では

、

平均気温が1

.
4～5

.

8°C上昇すると予想されてお

り

、

異常気象

、

海水面の上昇

、

食料生産への影響

、

自然環境への影響等のおそれがあるといわれています

。

Ｘ
、
　
　
／

＼ 今日からできます　温暖化防止と家計の節約

　　　こんな取り組み、できていますか？

　　　　　　　　　　　太陽光の入射を調節したり、カーテンを活

1心　一　　穴｀　　　　用したり、着るものを工夫することで、冷
。暖房を控える　暖房機器に頼らないで過ごせます。冷暖房

　　　　　　　　　　　を始める時期も少し待ってみましょう。

　　　　　　　　　　　通勤や買物で、バスや自転車に替えてみま

車をつかわない　しょう。歩いたり自転車を使うほうが健康

　　　　　　　　　　　のためにも望ましいです。

　　　　　　　　　　身体を洗っている開、

シャワーを短めに　いようにしましょう。

　　　　　　　　　　なってしまいます。

風呂の残り湯を

利用する

保温を切る

同じ部屋で過ごす

省包装の買物を

する

涜しっぱなしにしな･，

30分で浴槽が一杯に１

洗濯や、庭の水やりのほか、トイレの水に

便っている人もいます。残り湯利用のため

に市販されているポンプを使うと便利です。

ポットやジャーの保温は、利用時間が長い

ため多くの電気を消費します。ごはんは電

子レンジで温め直すほうが電力消費が少な

くなります。

家族が別々の部屋で過ごすと、暖房も照明

も余計に必要になります。

工夫により冷暖房を１℃減らすことができIF･

れば年間光熱費が約3000円節約でき、C02を7j

172kg－C0､減らせます。　　　　　　　　　　ゾ

週２日往復8kmの車の運転をやめることが

できれば、ガソリン代が年間約8000円節約

でき、C02を185kg－C02減らせます。　　　　フ

シヤワーを１日１分、家族全員が減らせたj･｡､･i･

ら年間光熱費が約4000円節約でき、C02を65ご

kg －C02減らせます。　　　　　　　　　　　）

残り湯を使い回すことにより、年間水道代

が約3000円節約でき、C02を17kg一C02減ら

せます。

毎日ジャーの保温を止めたら、年間電気代

が約2000円節約でき、C02を31kg －C02減ら

せます。

家族が一緒に過ごして暖房と照明の２割を減ヅ

らすことができたら、年間電気代が約8000円ゲ

節約でき、CO､を238kg －CO瀾らせます。　　　ｻﾞ=

トレーやラップは家に帰ればすぐごみになj･!｡=･毎日買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を

るものです。買い物袋を持ち歩いてレジ袋……゜7選ぶことで、年間C02を58kg －C02減らせま

を減らすこともできます。　　　　　　　　ｊす。

　　　　　　　　　　見たい番組だけ選んで見るようにしましょ

＿　　。　　、。う。寂しいからテレビを点けている場合、
アレビ番組を選ぶ　消費電力の少ないラジオやＣＤにするのも

　　　　　　　　　　いい選択です。

１日１時間テレピ利用を減らすと、年間電㈹･

気代が約1000円節約でき、C02を13kg －COに

減らせます。
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平成14年度　防犯診断実施結果

-

し
て
い
な
か
っ
た
り
、
キ
ー
が
付
け
っ

ぱ
な
し
が
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
コ
ン
ビ
二
等
で
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
っ

ぱ
な
し
で
買
い
物
な
ど
を
し
て
、
車
を

離
れ
た
す
き
に
、
車
ご
と
盗
ま
れ
る
事

件
も
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
自
転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
に
つ
い
で
は
、

カ
ギ
が
付
け
っ
ぱ
な
し
や
、
カ
ギ
の
破

損
に
よ
る
不
用
心
が
減
っ
て
は
き
て
い

ま
す
が
、
安
心
は
禁
物
で
す
。
キ
ー
を

付
け
た
ま
ま
や
、
施
錠
し
て
い
な
い
も

の
は
、
盗
難
や
犯
罪
に
使
わ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
普
段
か
ら
気
を
付
け

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

自動車 自転車 オートバイ

実施台数 ﾄｱﾛｯｸなし キー付き 実施台数 施錠せず カギ破損等 実施台数 牛―付き

壬生地区 1,137 154 32 329 223 ２ 21 ４

稲葉地区 1,271 277 159 454 258 19 142 38

南犬飼地区 1,281 118 18 羽4 155 52 84 ５

おもちゃのまち 8卵 39 ５ 342 73 22 30 ０

Ａ　　計 4,560 588 ２Ｈ 1,569 709 95 277 47

％ 二 12.9 4.7 犬 45.2 ６．１二 17

○平成13年度　結果

全　　体 4,128 526 153 1,655 723 216 294 61

％ 犬 12.7 3.7 犬 43.7 13.1 犬 20.7

－ 一 一 一 一

竃

な
ぜ
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
っ
た

の
？

　
エ
ア
コ
ン
等
に
冷
媒
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
フ
ロ
ン
は
、
す
ソ
ン
層
破
壊

物
質
で
あ
り
、
ま
た
温
室
効
果
ガ
ス
で

も
あ
り
ま
す
。
オ
ゾ
ン
層
保
護
と
地
球

温
暖
化
防
止
の
た
め
、
「
フ
ロ
ン
回
収

破
壊
法
」
が
平
成
Ｈ
年
1
0
月
上
目
よ
り

施
行
（
カ
ー
エ
ア
コ
ン
関
係
）
さ
れ
、

開
法
に
対
応
し
た
仕
組
「
自
動
車
フ
ロ

ン
引
取
・
破
壊
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
、

運
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
エ
ア
コ
ン

　　引っ越しQ季節で喀　　　　、○

　　　　　　　　　　　一一　.･　‥-･.･･　　　　　●一

∧　l道葡　　二宍……=ｿﾞ…
…

…

……

JI?{:1111S

I

'=………閉圓廳縫醐圖馳：

'==万･･｡･･引っ越しの日が決まりましたら、前

　もって水道課へ閉栓の手続きをして

　ください。連絡の際は、住所、氏名、

　引っ越しの日時、引っ越し先をお知

　らせください。

一

引っ越しまでの水道料金（精算分）

は、前回の検針日から引っ越しまで

の使用量をもとに計算いたします。

「
ｔ
」
」

い
込
み
窓
口
は
全
国
の
郵
便
局
お
よ
び

セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン

ク
ス
の
各
店
舗
で
す
。

廃
車
手
続
き
は
、
ど
う
な
る
の
？

　
廃
車
す
る
車
に
『
自
動
車
フ
ロ
ン
券
』

を
添
え
て
、
自
治
体
の
登
録
を
受
け
た

引
取
業
者
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　
最
寄
り
の
自
動
車
販
売
・
整
備
・
解

体
事
業
者
な
ど
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

　
自
動
車
フ
ロ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
合
0
3
－
５
５
３
２
１
１
４
６
１

ri冒1●

　　　水道部水道課

　　　昔82－2260（直通）
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禽ﾌ

力
－
エ
ア
コ
ン
付
自
動
車
の
廃
棄
に
は

　
　
　
　
　
　
『
自
動
車
フ
ロ
ン
券
』
が
必
要
で
す

付
自
動
車
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
『
自

動
車
フ
ロ
ン
券
』
が
必
要
で
す
。
フ
ロ

ン
類
の
確
実
な
回
収
・
破
壊
の
た
め
に
、

自
動
車
オ
ー
ナ
ー
の
方
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
『
自
動
車
フ
ロ
ン
券
』
　
っ
て
、
な
に
？

　
フ
ロ
ン
類
の
回
収
・
破
壊
に
必
要
な

費
用
を
、
オ
ー
ナ
ー
の
方
に
ご
負
担
い

た
だ
く
た
め
の
も
の
で
、
料
金
は
１
枚

２
。
５
８
０
円
で
す
。
バ
ス
を
除
く
自

動
車
は
１
枚
、
小
型
バ
ス
は
２
枚
、
大

型
バ
ス
は
４
枚
必
要
で
す
。
費
用
の
払

連絡（閉校の手続）をいただきませ

んと、水道を使用されていなくても、

引き続き料金がかかってしまいます

ので、必ず水道課へご連絡をお願い

いたします。

昨年より増加

鍵の掛け忘れ

年末の防犯診断

　
町
防
犯
組
合
員
、
消
防
団
員
、
栃
木

警
察
署
、
町
執
行
部
等
約
１
６
７
名
が

年
末
の
１
２
月
1
9
目
、
町
内
の
防
犯
診
断

を
行
い
ま
し
た
。

　
４
地
区
に
分
か
れ
た
町
内
を
、
１
件

１
件
、
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
、
自
転

車
等
の
乗
り
物
を
中
心
に
、
ド
ア
ロ
ッ

ク
や
キ
ー
の
付
け
っ
ぱ
な
し
、
施
錠
等

を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。

　
診
断
結
果
は
、
表
の
と
お
り
で
す
。

　
自
動
車
に
つ
い
て
は
ド
ア
ロ
ッ
ク
を

壬生地区の防犯診断



一

平成15年４月１日から　　　　　　　　　　　　　　　…………=ﾚﾀﾞ

　評価証明書等（固定資産課税台帳登録事項証明書）の．･

　　　　　　　　　　交付請求できる方が法定化されますご

　「固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付」が、地方税法第382条の３に法定化

されるため、平成15年４月１日から下記のとおりの取扱となりますのでご承知おきください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　】書きは、証明書の交付を求めることのできる対象固定資産です。

１．固定資産税の納税義務者【当該納税義務者に係る固定資産】

２．土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利（対価が支払われるものに限ります｡）

　を有する方　【当該権利の目的である土地】

３．家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利（対価が支払われるものに限ります｡）

　を有する方　【当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地】

４．固定資産の処分をする権利を有する一定の方【当該権利の目的である固定資産】

５．民事訴訟費用等に関する法律別表第一の１の項から７の項まで、10の項、11の二の項口、13の項及

　びＨの項の上棟に掲げる申立てをしようとする方【申立ての目的となる固定資産】

６．１から５までの方の代理人（委任状持参者）

　運転免許証、健康保険証など申請される方ご本人であることの確認ができるもののほか、

　１の『納税義務者』の方の請求の場合、納税通知書をご持参ください。

また、納税義務者の同居の親族の方や納税管理人が申請する場合にも、納税通知書をご持参ください。

　２、３の『権利を有する方』の請求の場合、権利を有することを確認できる書面の提示が必要にな

ります。

　４の『処分をする権利を有する方』の請求の場合、裁判所等による選任書の提示が必要になります。

　５の『申立てをしようとする方』の請求の場合は、申立てに関する関係書類等の提示が必要になり

ます。

　６の代理人の方が請求する場合については、上記２から５までの提示と委任状の提出が必要になり

ます。

◆固定資産評価審査委員会への審査申出について

　　固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、価格を登録した公示日より、納

　税通知書を受けとった日の翌日から起算して60日までの開に、固定資産評価審査委員会に審査の申出

　をすることができます。

◆不服申立について

　　納税通知書に記載された事項について、不服がある場合は、納税通知書を受けとった日の翌日から

　起算して60日までの開に町長に対して異議申し立てをすることができます。（地方税法第432条の規定

　に基づく審査の申出ができるものは除かれます）

E国璽I

　〒321－0292　壬生町通町12番22号

　壬生町役場総務部税務課資産税係

　TEL 81-1818 FAX 82-401 4
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●なお、前記関係人の確認のため申請時に次のものをご持参ください。



固定資産課税台帳の縦覧制度･閲覧制度が変わります

◆縦覧制度について

※目　的

　　納税者の方が、自己の資産の評価額のみを示されてもその評価額が適正なものであるかどうかを判

　断することは困難であるため、自己の資産以外の資産についても縦覧できるように法改正がなされ、

　他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、評価額の適正さを判断できるようになりました。

※縦覧のできる期間

　　４月１目から４月30目までの（上目祝日を除く）午前８時30分から午後５時15分まで

※縦覧場所

　　壬生町役場　税務課

※縦覧のできる方

　　「納税者」と「代理人（委任状持参者）」の方に限られます。

　　土地に対して課する固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿が縦覧できます。

　　家屋に対して課する固定資産税の納税者は家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます。

　　（免税点未満である上地又は家屋の納税義務者の方は、縦覧できません）

　　納税管理人の方は、納税通知書や課税明細書の提示があれば縦覧できることとなります。

※縦覧の際に持参していただく物

　　納税通知書や課税明細書、または運転免許証や健康保険証など本人確認ができるものをご持参くだ

　さい。

　　納税者の同居の親族の方は納税通知書と来庁する方の運転免許証等をご持参ください。

　　代理人の方は、委任状の提出も必要となります。

※縦覧できる内容

　　土地家屋の所在、評価額など

　　（氏名などの個人情報は記載されておりません。また、趣旨を逸脱した縦覧はできません）

ﾌ畢゛'･1.111;.･･･;i一関1万･覧制･度にづいて

※目　的

　　今回の法改正により、縦覧制度が改正されたことに伴い、納税義務者の方が固定資産課税台帳のう

　ち自己の資産について記載された部分を見ることができるよう制度化されました。

※閲覧のできる期間

　　平成15年４月１日より、一年をとおして（土日祝日、年末年始の休日を除く）午前８時30分から午

　後５時15分まで

※閲覧場所

　　壬生町役場　税務課

※閲覧のできる方

　　１．固定資産税の納税義務者

　　２．土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する方

　　３．家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する方

　　４．固定資産の処分をする権利を有する一定の方

　　５．上記１～４の代理人（委任状持参者）の方

※閲覧の際に持参していただくもの

　　運転免許証、健康保険証など閲覧される方ご本人であることが確認できるもののほか、

　　１の『納税義務者』の方‥‥納税通知書や課税明細書

　　納税義務者の同居の親族の方が閲覧する場合は、納税通知書

　　２、３の『権利を有する方』‥‥賃貸借関係がわかる契約書等

　　４の『処分をする権利を有する方』‥‥権利を有することがわかる書類

※閲覧できる内容

　　納税義務者‥‥‥‥‥当該納税義務に係る固定資産課税台帳

　　借地人、借家人等‥‥当該権利の目的である資産の部分のみの固定資産課税台帳

※手数料

　　一件200円（但し、縦覧期間中の納税義務者による閲覧は無料）
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ィ
推
進
協
議
会
様

ド

潜

1§

jj

凱

ド

ド

円円

匿
名
⑥

５
千
円

い
じ
わ
る
鬼
、
泣
き
虫
鬼
を

　
　
　
追
い
出
せ
Ｈ
‥

　
２
月
３
日
、
と
お
り
ま
ら
保
育
園
で

は
、
地
域
の
方
を
交
え
た
節
分
会
（
ま

め
ま
き
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
職
員
に
よ
る
『
も
も
た
ろ
う
』
の
劇

を
見
た
あ
と
、
大
広
間
に
は
３
匹
の
鬼

が
出
現
。
い
じ
わ
る
鬼
、
泣
き
虫
鬼
を

探
し
て
子
ど
も
た
ち
の
問
を
歩
き
回
り

ま
し
た
。
鬼
の
怖
さ
に
泣
き
出
す
子
も

い
ま
し
た
が
、
勇
気
を
出
し
て
鬼
に
豆

を
ぶ
つ
け
、
と
う
と
う
鬼
は
逃
げ
出
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

．　　／　　　　　ｓ　ｌｉ　　総人口40,038人（25）男19,593人（６）女20,445人（19）世帯数13,138世帯（22）川内は前月比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凪100
古紙配合率loo%再生紙を使用しています　18

(すこやかぺajﾋﾞ４)゜

　　　ﾀﾞご家J'族17紹ﾂﾞ倉万:

　町では、第３子以上の児童を養育している方

に「すこやか子育て支援金」を交付しています。

※支後金の受給要件、申請方法等は、町福祉課

　児童福祉係（�81－1831）へ

毛
塚

優
斗
ち
ゃ
ん
ご
兄
弟
（
落
合
）

-

麻
生
　
誠
人
ち
ゃ
ん
ご
兄
弟
（
落
合
）

小
平
　
玲
南
ち
ゃ
ん
姉
妹
（
安
塚
南
部
）

｀Ｗ／
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